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「淀川労働基準監督署からの指導による『規定類等の訂正』」に関する申し入れ

２月２日、東海労組合員に淀川労働基準監督署より「『規定類等の訂正』労働時間内で

行うよう」JR東海会社に対して指導した旨の連絡があった。

今回の指導に対してどの様な対応がなされたのか、労働組合に明らかにすべきである。

よって下記の通り申し入れるので早急に団体交渉を開催する場を設定すること。

記

１.今回、会社が、淀川労働基準監督署から指導された内容を具体的に明らか

にすること。

２．今回、会社は、淀川労働基準監督署からの指導をどの様に受け止めているのか見解

を明らかにすること。

３．２月の定例訓練で、「運用課からの伝達事項」として規定類等の訂正を待 機時間及

び便乗時間でするよう訓練担当の管理者が周知している。このことは今回の淀川労

働基準監督署からの指導に対する会社の対策か明らかにすること。

４．３項目目の「待機時間」と訓練担当の管理者が説明しているが、乗務員勤務におい

て「待機時間」とはどの部分なのか明らかにすること。

５．会社は、今回の淀川労働基準監督署からの指導を厳粛に受け止め、規定類等の訂正

は、全て労働時間で行うわせること。

６．規定類等の訂正が、労働時間内で出来ない場合は、超過勤務手当を支給し未払は行

わないこと。

７．規定類等の訂正は、定例訓練内で実施し、訂正箇所は管理者が丁寧に説明すること。

以上


